
報告案件 １          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 スーパービバホーム習志野店Ａ棟                              
２ 所在地  習志野市茜浜一丁目 2 番１ ほか 
３ 建物設置者  みずほ信託銀行株式会社 代表取締役 野中 隆史 
４ 小売業者名  株式会社 LIXIL ビバ (業種：住・生活関連品専門店）   
５ 変更しようとする事項 
（１）駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

    （変更前）  ６か所 
   （変更後）  ４か所 

 ６ 変更年月日  平成２４年８月１日          
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年４月２５日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年５月２２日～平成２４年９月２２日 
（３）説明会 平成２４年５月１４日 説明会不要承認 
 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）習志野市の意見    なし 
（２）住民等の意見     なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月２３日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この届出は、駐車場の自動車の出入口の数及び位置の変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす 
影響は軽微であると認められること。 

（２） 法第８条第１項に規定する習志野市及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 
（３） 千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１２，８６６㎡ 

２ 駐車場の収容台数：６７５台 

３ 駐輪場の収容台数：１６７台 

４ 荷さばき施設の面積：９００㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：５６．６㎥ 

６ 開店時刻：午前６時３０分 

  閉店時刻：午後９時３０分 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前６時～午後１０時 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ２          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 スーパービバホーム習志野店Ｂ棟                              
２ 所在地  習志野市茜浜一丁目５番 ほか 
３ 建物設置者  みずほ信託銀行株式会社 代表取締役 野中 隆史 
４ 小売業者名  株式会社トクジロー ほか (業種：ゲーム・ＣＤ・玩具 ほか）   
５ 変更しようとする事項 

駐車場の自動車の出入口の位置 
 ６ 変更年月日  平成２４年７月１日          

７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年４月２５日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年５月２２日～平成２４年９月２２日 
（３）説明会 平成２４年５月１４日 説明会不要承認 
 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）習志野市の意見    なし 
（２）住民等の意見     なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月２３日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この届出は、駐車場出入口の位置の変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると 
認められること。 

（２） 法第８条第１項に規定する習志野市及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 
（３） 千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見が無かったこと。 

 

１ 店舗面積：５，６０７㎡ 

２ 駐車場の収容台数：３１８台 

３ 駐輪場の収容台数：２９４台 

４ 荷さばき施設の面積：１９７㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：９１㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後９時３０分 

      （一部店舗は翌午前９時） 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時～翌午前９時 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ３          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 白井ラパモール                              
２ 所在地  白井市冨士字西１３７番地２ほか 
３ 建物設置者  株式会社ヒダカ 代表取締役 古川 喜隆 
４ 小売業者名  株式会社東武ストア ほか (業種：食料品 ほか）   
５ 変更しようとする事項 
（１）小売業を行う者（ロイヤルホームセンターのみ）の開店時刻及び閉店時刻 

    （変更前）  開店時刻は午前１０時（日曜日は午前９時３０分） 
           閉店時刻は午後８時（年間６０日は午後９時） 

   （変更後）  開店時刻は午前６時１５分 
          閉店時刻は午後９時 
（２）駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前）午前９時～翌午前９時（一部駐車場は午前９時～午後１０時） 
 （変更後）午前９時～翌午前９時（一部駐車場は午前６時～午後１０時） 
（３）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
   （変更前）午前６時～午後９時（一部荷さばき施設は午前７時～午後８時） 
   （変更後）午前６時～午後９時（一部荷さばき施設は午前６時～午後８時） 

 ６ 変更年月日  平成２４年５月１２日          
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年４月２6 日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年５月１８日～平成２４年９月１８日 
（３）説明会 平成２４年５月１１日  
 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）白井市の意見    あり 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月１７日通知 
 

１ 店舗面積：６，９７９㎡ 

２ 駐車場の収容台数：４７３台 

３ 駐輪場の収容台数：３６５台 

４ 荷さばき施設の面積：３６８㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１１２㎥ 

６ 開店時刻：午前９時３０分 

       一部は午前６時１５分 

  閉店時刻：翌午前９時３０分 

       一部は午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時～翌午前９時 

一部駐車場は午前６時～午後１０時 

８ 駐車場の出入口の数：５か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後９時 

   一部は午前６時～午後８時 



  ＜理由＞ 
（１）この届出は、一部小売業者の営業時間を昼間の時間帯の中で変更するものであり、変更後も騒音は基準値を下回っており、周辺地域の生活環境に及 

ぼす影響は軽微であると認められること。 
（２）法第８条第１項に基づく白井市の意見については適切に対応されていること、及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 



報告案件 ４          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  ベイシア富里店                              
２ 所在地         富里市七栄北新木戸土地区画整理事業 1 街区１画地ほか 
３ 建物設置者       株式会社ベイシア 代表取締役 土屋嘉雄 
４ 小売業者名       株式会社ベイシアほか(業種：食料品・衣料品・住、生活関連品ほか)  
５ 変更しようとする事項 
（１）駐輪場の位置及び収容台数 

    （変更前）  ３３２台 
   （変更後）  ３３７台 
（２）荷さばき施設の位置及び面積 

    （変更前）  ２７７㎡ 
   （変更後）  ２９９㎡ 
（３）廃棄物等の保管施設の位置及び容量 
   （変更前）  ７０㎥ 
   （変更後）  ８８㎥ 

 ６ 変更年月日  平成２４年８月３０日          
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２４年４月２７日 
（２）公告縦覧期間    平成２４年５月１５日～平成２４年９月１５日 
（３）説明会       平成２４年５月１４日軽微変更承認  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）富里市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月１５日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等保管施設の位置の変更とその容量等を増加させる変更で、周辺地域の生活環境に及ぼす新たな影響がないと

認められること。 
（２）法第８条第１項に基づく富里市からの意見及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 
（３）千葉県大規模小売店舗立地連絡調整会議委員に意見を聴いたところ、意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１１，６３０㎡ 

２ 駐車場の収容台数：７５０台 

３ 駐輪場の収容台数：３３７台 

４ 荷さばき施設の面積：２９９㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：８８㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後９時３０分  

８ 駐車場の出入口の数：５か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後９時 



報告案件 ５          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称  茂原駅ビル                              
２ 所在地         茂原市町保道祖神前 1 番３ほか 
３ 建物設置者       東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 新井良亮 
４ 小売業者名       株式会社福屋書店ほか(業種：百貨店（駅ビル）)  
５ 変更しようとする事項 
（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻 

    （変更前）  午後８時 
   （変更後）  午後９時 
（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

    （変更前）  午前９時３０分～午後９時 
   （変更後）  午前９時３０分～午後１０時 

 ６ 変更年月日  平成２４年６月１日          
７ 処理経過 
（１）届出日       平成２４年５月２３日 
（２）公告縦覧期間    平成２４年６月８日～平成２４年１０月８日 
（３）説明会       平成２４年６月５日 説明会不要承認  
８ 市町村・住民等の意見 
（１）茂原市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月９日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、昼間範囲の営業時間の延長で、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 
（２）法第８条第１項に基づく茂原市からの意見及び同条第２項に基づく住民等の意見がともになかったこと。 
 

１ 店舗面積：２，４０２㎡ 

２ 駐車場の収容台数：３０台 

３ 駐輪場の収容台数：７０台 

４ 荷さばき施設の面積：１１２㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：８０㎥ 

６ 開店時刻：午前１０時 

  閉店時刻：午後９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前９時３０分～午後１０時  

８ 駐車場の出入口の数：１か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ６          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 ケーヨーデイツー佐倉寺崎店                             
２ 所在地  佐倉市寺崎特定土地区画整理事業１１－１街区 
３ 建物設置者  株式会社ケーヨー 代表取締役 醍醐 茂夫 
４ 小売業者名  株式会社ケーヨー (業種：日用・家庭生活用品店）   
５ 変更しようとする事項 
（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻 

    （変更前）  午前９時３０分 
   （変更後）  午前９時 
（２）駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前）午前９時～午後８時３０分 
 （変更後）午前８時３０分～午後８時３０分 

 ６ 変更年月日  平成２４年５月２９日          
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年５月２８日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年６月８日～平成２４年１０月８日 
（３）説明会 平成２４年７月９日 説明会不要承認 
 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）佐倉市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月１７日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、開店時刻を昼間の時間帯で３０分繰り上げるもので、変更後も騒音は基準値を 
超えることなく、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると認められること。 

（２）法第８条第１項に規定する佐倉市及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：６，０９９㎡ 

２ 駐車場の収容台数：３７６台 

３ 駐輪場の収容台数：１８０台 

４ 荷さばき施設の面積：６７６㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：６９㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

  閉店時刻：午後８時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時３０分～午後８時３０分 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後１０時 



報告案件 ７          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 イオンモール船橋                              
２ 所在地  船橋市山手一丁目３５０番地１ ほか 
３ 建物設置者  イオンリテール株式会社 代表取締役 村井 正平 
４ 小売業者名  イオンリテール株式会社 ほか (業種：総合店 ほか）   
５ 変更しようとする事項 
（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    （変更前） 開店時刻は午前９時、閉店時刻は午後１１時 
   （変更後） 開店時刻は午前７時、閉店時刻は午後１０時（イオンリテール株式会社については午後１１時） 
（２）駐車場を利用することができる時間帯 
 （変更前）午前８時～翌午前０時 
 （変更後）午前６時～翌午前０時 

 ６ 変更年月日  平成２４年６月１日          
７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年５月２９日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年６月１９日～平成２４年１０月１９日 
（３）説明会 平成２４年６月２０日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）船橋市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月２３日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この届出は、開店時刻を午前９時から午前７時に繰り上げることに伴うもので、騒音については 
 予測の結果が全ての地点で基準値以下であり、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微であると 

認められること。 
（２） 法第８条第１項に規定する船橋市及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：４１，５００㎡ 

２ 駐車場の収容台数：２，２６６台 

３ 駐輪場の収容台数：１，３３７台 

４ 荷さばき施設の面積：１，４５９㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：６０㎥ 

６ 開店時刻：午前７時 

  閉店時刻：午後１０時 

  （イオンリテール株式会社について 

は午後１１時） 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前６時～翌午前０時 

８ 駐車場の出入口の数：５か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～翌午前６時 



報告案件 ８          変更事項届出の概要（法第６条第２項）         （第９８回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 

１ 大規模小売店舗の名称 スカイプラザユーカリが丘                              
２ 所在地  佐倉市ユーカリが丘四丁目１番地１ 
３ 建物設置者  山万株式会社 代表取締役 嶋田 哲夫 
４ 小売業者名  イオンリテール株式会社 ほか (業種：総合店 ほか）   
５ 変更しようとする事項 

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 
    （変更前） 午前６時３０分～午後８時３０分 

   （変更後） 午前６時～午後８時３０分 
 ６ 変更年月日  平成２４年６月１日          

７ 処理経過 
（１）届出日 平成２４年５月３０日 
（２）公告縦覧期間 平成２４年６月１９日～平成２４年１０月１９日 
（３）説明会 平成２４年７月９日 説明会不要承認 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）佐倉市の意見    なし 
（２）住民等の意見    なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２４年１０月２３日通知 
  ＜理由＞ 

（１） この届出は、荷さばきの開始時間を昼間の時間帯で３０分繰り上げるもので、搬入車両の増加 
等はなく変更に伴う騒音等周辺環境への影響は少なく、周辺地域の生活環境に及ぼす影響は軽微で 
あると認められること。 

（２）法第８条第１項に規定する佐倉市及び同条第２項に規定する住民等の意見がなかったこと。 

１ 店舗面積：１６，８２７㎡ 

２ 駐車場の収容台数：８７８台 

３ 駐輪場の収容台数：２１０台 

４ 荷さばき施設の面積：１８１㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：８８㎥ 

６ 開店時刻：午前８時 

  閉店時刻：午後１１時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前７時３０分～翌午前１時 

８ 駐車場の出入口の数：４か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

   午前６時～午後８時３０分 


